
別添

国立大学法人宇都宮大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,151 12,192 4,935 24
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,514 10,332 4,182
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

14,592 10,332 4,182 78
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,707 10,332 4,182 193
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,625 8,028 3,249 348
（単身赴任手当） ◇

千円 千円 千円 千円

7,215 7,215
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

4,477 4,477
（　　　　）

注：「前職」欄の「◇」は、役員出向者であることを示す

前職

A監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事

B監事
（非常勤）

改定なし

改定なし

　宇都宮大学役員給与規程により，当該役員に支給される期末特別手当において，宇都
宮大学点検・評価会議が行う業務の実績評価及び文部科学省国立大学法人評価委員会
が行う業績評価の結果を参考にして，経営協議会の議を経て，その額の１００分の１０の範
囲内でこれを増額し，又は減額することができるとしている。

改定なし

改定なし

改定なし
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

5,080
（60,228）

3
（40）

4
H21.3.31 －

千円 年 月

4,305
（51,040）

3
（37）

4
（5）

H21.3.31 －

千円 年 月

2,583
（51,040）

2
（38）

H21.3.31 －

注：法人の長、理事A及び理事Bについては、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出
    した金額を記載するとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人で
    の在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

法人の長

理事A

理事B

法人での在職期間 摘　　要
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

592 46.4 7,702 5,584 122 2,118
人 歳 千円 千円 千円 千円

192 41.5 5,499 4,018 99 1,481
人 歳 千円 千円 千円 千円

332 50.1 9,111 6,576 145 2,535
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 41.4 7,234 5,339 99 1,895
人 歳 千円 千円 千円 千円

46 42.4 7,032 5,145 61 1,887
人 歳 千円 千円 千円 千円
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　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

事務・技術

平成２０年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

技能・労務職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

その他医療職種
（看護師）

教育職種
（附属高校教員）

賞与：勤勉手当
（査定分）

　勤勉手当成績判定期間中における勤務評定等の勤務成績評価結果を踏まえて
決定される成績率に基づき、国家公務員の例に準じて支給される。

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢

給与：俸給月額
（昇給）

　昇給判定期間中における勤務評定等の勤務成績評価結果を踏まえ、国家公務
員の例に準じて、昇給号俸が決定される。

給与：俸給月額
（昇格）

　勤務評定等の結果が良好で、かつ昇格基準に達している場合、その者の資格に
応じて、１級上位の級に昇格させることができる。

本学の財政基盤の強化に向け，「行政改革の重要方針（H17.12.24閣議決定）による総人
件費改革の実行計画を踏まえた不断の給与制度の見直しを図るとともに，併せて長期的な
視野に立って組織・業務改革等を通じて，人件費の削減を図ることとしている。

大学運営活動に必要な経費が，その大半について国からの運営費交付金に委ねられてい
ることから，国家公務員の給与水準を十分に考慮し，国家公務員の例に準じた措置を講じ
る。

昇給，昇格の実施及び賞与（勤勉手当）の成績率の判定にあたっては，個人の成績及び
能力評価等の結果を十分に考慮し，学長が決定している。

（１）国家公務員の「地域手当」に準拠し，本学の所在地宇都宮市に在勤する国家公務
    員の支給割合の例に準じ，支給割合を1.5％引き上げ，4％とした。
（２）国家公務員の「勤勉手当」支給総額にかかる割合に準拠し，割合を「７５／１００（特
　　定幹部職員９５／１００）」と改定した。
（３）給与支給日が月曜日でかつ休日に当たる場合の支給日の規定を整備した。
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 56.6 4,036 2,911 81 1,125
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 56.6 4,036 2,911 81 1,125
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

非常勤職員

事務・技術

在外職員

任期付職員

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

注2：「技能・労務職種」該当者は、作業員である。
注3：「教育職種（附属高校教員）」には、附属養護学校教員を含む。
注4：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注5：常勤職員の「技能・労務職種」及び「その他医療職種（看護師）」の該当者は2名以下のため、当該
　　　個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「平均年齢」以下の事項については記載して
　　　いない。
注6：任期付職員及び再任用職員区分の職種区分「事務・技術」、「教育職種（大学教員）」、「医療職種
　　  （病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」欄は、該当者がいないことから当該欄の記載を省略
       した。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

12 56.2 7,882 8,069 8,043

26 51.8 6,600 6,873 7,011

77 44.7 5,448 5,864 6,278

68 30.8 3,315 3,765 4,149

人員分布状況を示すグループ

　代表的職位

　 ・課長

　 ・課長補佐

 　・係長

　 ・係員

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び再任
用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３
歳

２４－２７
歳

２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

164 57.1 9,763 10,365 10,961

121 44.2 7,578 8,055 8,541

　代表的職位
　 ・教授
　 ・准教授

人員 平均分布状況を示すグループ 平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３
歳

２４－２７
歳

２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 10級 9級 8級 7級 6級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

192 0 0 0 2 2
（割合） （ 　   %） （ 　   %） （ 　   %） （　 1.0%） （　1.0%）

歳 歳 歳 歳 歳

～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円
～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～ ～

区分 計 5級 4級 3級 2級 1級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

－ 10 35 71 36 36
（割合） （　 5.2%） （　18.2%） （　37.0%） （ 18.8%） （　18.8%）

歳 歳 歳 歳 歳

59 59 60 43 47

～ ～ ～ ～ ～
55 46 34 26 24

千円 千円 千円 千円 千円

5,924 5,378 4,976 3,880 3,005

～ ～ ～ ～ ～

5,631 4,524 3,189 2,501 2,165
千円 千円 千円 千円 千円

8,061 7,555 6,855 5,200 3,984

～ ～ ～ ～ ～

7,643 6,415 4,343 3,443 2,960

（教育職員（大学教員））

区分 計 5級 4級 3級 2級 1級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

332 165 119 16 30 2
（割合） （　49.7%） （　35.8%） （　 4.8%） （　9.0%） （　0.6%）

歳 歳 歳 歳 歳

64 64 61 63

～ ～ ～ ～ ～

43 32 31 30
千円 千円 千円 千円 千円

9,258 7,172 6,092 5,609

～ ～ ～ ～ ～

5,214 4,627 3,901 3,861
千円 千円 千円 千円 千円

12,735 9,870 8,487 7,684

～ ～ ～ ～ ～

7,272 6,431 5,413 5,345

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

係長等
主任

主任
係員

係員

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

事務局長等 事務局長等 部長等 部長等 課長等

課長等
課長補佐等

課長補佐等
係長等

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

助教等 教務職員

年齢（最高
～最低）

准教授 講師等教　授

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：「事務・技術職員／７級、６級」「教育職員（大学教員）／1級(教務職員）」の該当者は2名以下のため、当該個人に
　関する情報が特定されるおそれがあることから、「年齢(最高～最低)」以下の事項について記載していない。
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④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

65.3 66.2 65.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 33.8 34.2

％ ％ ％

          最高～最低 43.4～32.7 43.0～30.1 43.2～31.5

％ ％ ％

65.8 68.4 67.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.2 31.6 32.8

％ ％ ％

          最高～最低 37.8～31.0　 36.6～28.5 36.2～30.0

（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

65.3 68.4 66.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 31.6 33.1

％ ％ ％

          最高～最低 37.8～32.4 34.7～29.5 36.2～30.9

％ ％ ％

65.5 68.4 67.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 31.6 33.0

％ ％ ％

          最高～最低 46.1～32.1　 39.0～29.2 42.4～30.7

⑤

事務・技術職員 85.6

事務・技術職員 97.9
教育職員（大学教員） 96.6

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／
教育職員（大学教員））
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 　８９．７

参考 学歴勘案　　　　　　 　８６．０

地域・学歴勘案　 　 　８９．７

　　○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　　　９４．５
　　　 
 注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の

 　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２０年度）

前年度
（平成１９年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

809,336

最広義人件費

△ 35,259681,877 687,406
福利厚生費

区　　分

（△1.2） △ 213,496

中期目標期間開始時（平
成１６年度）からの増△減比較増△減

△ 61,241870,577
退職手当支給額

385,497

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　５８％
（国からの財政支出額　6,982,252,000円、支出予算の総額
11,937,643,000円：平成20年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出の割合は５０％以上であるが、累積欠損額もなく、対国家
公務員の比較指数は１００以下であり、適正であると考える。

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置
職員給与決定の基本方針に基づき、引き続き国家公務員の給与水準を十
分に考慮し、国家公務員の例に準じた措置を講ずる。

△ 14,07828,626 （△2.7）

△ 5,529 （△0.8）

非常勤役職員等給与

（△3.8）
給与、報酬等支給総額

△ 65,268

（△7.0） （91.0）

503,705 475,079

5,345,900 5,411,168

（　1.7）7,340,818 7,444,230 △ 103,412 122,664（△1.4）

（△4.9）

（　6.2）

指数の状況

対国家公務員　　　８５．６

項目 内容
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総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

5,676,384 5,446,095 5,411,168 5,345,900

-4.1 -4.7 -5.8

-4.1 -5.4 -6.5

　　注1：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事

　　　　院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成18年、平成19年、

　　 　 平成20年度の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

　　注2：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算

　　　  出した平成17年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

人件費削減率（補正値）
（％）

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

  ①　「給与，報酬等支給総額」の対前年度比  1.2％減の主たる要因は，人件費削減計画に
　　基づく，人員削減による支給額の減少が主である。
 　　　一方「最広義人件費」の対前年度比  1.4％減の主たる要因は，前述の給与，報酬等支
　　給総額並びに福利厚生費の常勤職員に係る経費の減少及び退職手当支給額の減少に伴
　　う分である。
　②　人件費削減の取り組みの状況については，本学の中期計画において平成 21年度までに
    概ね４％の人件費削減を掲げ，学長のもとに人事に関する検討組織を設置し，人員及び人
    件費を中長期的に管理する方針を検討し，平成21年度までの人員及び人件費の削減計画
    を策定した。
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